
「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 男女共同参画推進に関する具体的な取組を宣言した企業等を認定し、その取組

を支援するとともに、取組事例を広く紹介することにより、県内企業等の男女共同参

画社会づくりに向けた意識改革を促進し、取組の実践を促すことを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 この制度が対象とする企業等は、石川県内に事業所がある企業・団体等とする。 

 

（認定区分） 

第３条 認定の区分は、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」と「いしかわ男女共同参

画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」」とし、認定基準は第４条のとおりとする。 

 

（認定要件） 

第４条 知事は、次の要件をすべて満たす企業等を「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」

または「いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」」として認定す

るものとする。 

（１）いしかわ男女共同参画推進宣言企業 

①次に揚げる取組を１つ以上行っている、または行う予定であることを宣言すること 

ア ポジティブ・アクション（積極的改善措置）推進の取組 

イ ワークライフバランス（仕事と生活の調和）推進の取組 

ウ その他（男女が共に働きやすい職場環境づくり等）の取組 

②労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）、女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）等の関係法令が

遵守されていること 

（２）いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」 

 ①いしかわ男女共同参画推進宣言企業のすべての要件を満たしていること 

②（１）①の取組について、女性活躍を加速する観点から、数値目標を１つ以上掲げて

いること 

 



（認定の申請等） 

第５条 認定申請の手続きは、次に掲げるとおりとする。 

（１）認定を受けようとする企業等は、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定申請 

書」（別記様式１）を知事に提出するものとする。 

（２）既に「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」として認定を受けている企業等が「い

しかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」」として認定を受けようと

する場合は、数値目標を設定した「いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定申請書」（別

記様式１）または「いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」移行

申請書」（別記様式６）を知事に提出するものとする。 

（３）知事は、第１号、第２号の申請書のほか、認定の審査に参考となる資料の提出を求

めることができる。 

（４）知事は必要に応じ、実地調査等により、申請内容の確認を行うことができる。 

（５）知事は、第１号、第２号の申請のあった企業等について別に定める審査を行い、適

格と認めるときは、その結果を速やかに申請者に通知する。 

（６）知事は、認定することを決定した企業等（以下「認定企業」という。）について、 

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定書」(別記様式２)（以下「認定書」という。）

を交付する。 

 

（認定企業への支援） 

第６条 認定企業は、認定区分に応じて、広告や名刺等に「いしかわ男女共同参画推進宣

言企業シンボルマーク」または「いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化

クラス」シンボルマーク」を表示することができる。 

２ 知事は、次に掲げる措置等により認定企業への支援に努めるものとする。 

（１）男女共同参画・女性活躍の推進に積極的に取り組む企業等として、企業等名や宣言

内容等の県のホームページへの掲載等広報による支援 

（２）男女共同参画・女性活躍の推進に関する各種情報の提供による支援 

 

（取組の報告）  

第７条 認定企業は、毎年、県が別に定める日までに、「いしかわ男女共同参画推進宣言

企業取組報告書」（別記様式３）により、取組状況等を知事に報告するものとする。 

２ 知事は、前項の取組報告書のほか、取組の実施状況の確認に参考となる資料の提出を

求めることができる。 

３ 知事は必要に応じ、実地調査等により、取組の実施状況の確認を行うことができる。 



（認定の有効期間） 

第８条 認定の有効期間は、認定した日から起算して５年を経過した日の属する年度の末

日までとする。ただし、期間途中に、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」から「い

しかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」」に移行した場合、移行し

た日から起算して５年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

 

（認定の更新） 

第９条 認定企業は、認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認

定の有効期間が満了する日までに、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定申請書」

（別記様式１）に必要書類を添付し、知事に更新の申請をしなければならない。 

 

（変更の届出） 

第１０条 認定企業は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「いしかわ男女共同参

画推進宣言企業変更届出書」（別記様式４）により知事に届け出なければならない。 

 

（認定の辞退） 

第１１条 認定企業は、認定要件を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったと

きは、速やかに「いしかわ男女共同参画推進宣言企業辞退届出書」（別記様式５）に認

定書を添付のうえ、知事に届けなければならない。 

 

(認定の取り消し) 

第１２条 知事は、認定企業が次に掲げる行為を行ったとき、または、その事実が明らか

になったときは、審査を行い、認定を取り消すことができる。 

（１）第４条第１項第１号に掲げる取組を行わないことが明らかになったとき 

（２）法令に違反する重大な事実が発生したとき 

（３）その他認定企業として適当でないと認められるとき 

２ 知事は、前項の規定により認定の取り消しをするときは、理由を付して認定企業にそ

の旨を通知するものとする。 

３ 認定の取り消しを受けたときは、認定企業は速やかに認定書を知事に返納するものと

する。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 



附則 

この要綱は、平成２４年６月２７日から適用する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年１月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年３月８日以降に改正前の「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度

実施要綱により認定を受けている企業等の認定の有効期間は、平成３４年３月３１日ま

でとする。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年７月１日から適用する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使

用することができる。 


